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 第１章 はじめに 

１ 計画の目的 

⑴ 草加市建築物耐震改修促進計画の目的 

草加市建築物耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（以下「耐震改修促進法」という。）第６条第１項の規定に

基づき策定するものである。 

本計画は、昭和５６年５月３１日以前に工事着手し建築された、いわゆる旧耐

震基準の既存建築物の耐震化を図ることで、地震発生時の被害を軽減することを

目的とする。 

⑵ 計画策定の背景 

本計画の策定に至るまでの主な経過は表１－１のとおりである。 

 

表１－１ 過去の主な経過 

年 月  経    過 備    考 

昭和 56 年 6 月 建築基準法改正 

中規模の地震に対してほとんど損傷しないこ

との検証や、大規模な地震に対して倒壊・崩

壊しないことを検証する新耐震基準の導入 

平成 7 年 1 月 
平成 7 年兵庫県南部地震 

 （ 阪神・淡路大地震） 

最大震度 7 

死者・行方不明者 6,437 人 

旧耐震基準の建築物に大きな被害が発生 

平成 7 年 10 月 耐震改修促進法制定   

平成 12 年 3 月 
草加市既存建築物耐震改修促進実施

計画策定 

昭和 56 年以前に建築された建築物に対す

る耐震化の向上に関する計画の策定 

平成 12 年 6 月 建築基準法改正 木造住宅の接合部の仕様を明示 

平成 16 年 10 月 平成 16 年新潟県中越地震 
最大震度７ 

死者 68 人 

平成 18 年 1 月 

耐震改修促進法改正 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図るための基本的な方針の告示 

（以下「 国の基本方針」 という）  

国の基本方針に基づき、都道府県耐震改修

促進計画の策定が規定される。 

平成 19 年 3 月 埼玉県建築物耐震改修促進計画策定 
平成 27 年度の埼玉県の耐震化率の目標を

設定 

平成 21 年 3 月 草加市建築物耐震改修促進計画策定 

平成 27 年度の草加市の耐震化率の目標を

設定 

住宅 90％ 

多数の者が利用する建築物 

市有 97.5％ 民間 埼玉県の目標に準拠 

平成 23 年 3 月 
平成２３年東北地方太平洋沖地震 

 （ 東日本大震災） 

最大震度 7 

死者 19,729 人 行方不明者 2,559 人 

平成 25 年 3 月 草加市建築物耐震改修促進計画改訂 耐震化率の進捗状況確認 

平成 25 年 10 月 国の基本方針の改正告示 
令和 2 年までに住宅の耐震化率 95％の目

標が明示される。 

平成 25 年 11 月 耐震改修促進法改正 
大規模な建築物の耐震診断の義務化など、

耐震化の促進に向けた取組が強化される。 

平成 27 年 3 月 
首都直下地震緊急対策推進基本計画

閣議決定 

令和 2 年までに住宅及び多数の者が利用す

る建築物の耐震化率 95％の目標が明示さ

れる。 
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平成 28 年 3 月 国の基本方針の改正 
令和 7 年までに耐震性が不十分な住宅をお

おむね解消とする目標を明示 

平成 28 年 3 月 埼玉県建築物耐震改修促進計画改定 
令和 2 年度の埼玉県の耐震化率の目標を

設定 

平成 28 年 4 月 平成 28 年熊本地震 

最大震度 7 （2 回記録） 

死者 273 人平成 12 年 5 月 31 日以前に建

築された住宅にも倒壊被害が発生 

平成 29 年 3 月 草加市建築物耐震改修促進計画改定 

令和 2 年度の草加市の耐震化率の目標を

設定 

住宅 95％ 

多数の者が利用する建築物 

市有 100％ 民間 95％ 

平成 30 年 6 月 大阪府北部の地震 

最大震度 6 弱 

死者 4 人 （うちブロック塀崩落により 2 人死

亡）  

平成 30 年 12 月 国の基本方針の改正 

令和 7 年を目途に耐震性が不十分な診断

義務付け対象建築物をおおむね解消とする

目標を明示 

平成 31 年 1 月 耐震改修促進法施行令改正 

避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等

について、診断義務付けなど、耐震化の促

進に向けた取組を強化 

令和元年 7 月 
埼玉県建築物耐震改修促進計画 

一部改定 
耐震診断を義務付ける道路を指定 

令和 3 年 3 月 埼玉県建築物耐震改修促進計画改定 
令和 7 年度の埼玉県の耐震化率の目標を

設定 

令和 3 年 3 月 草加市建築物耐震改修促進計画改定 

令和 7 年度の草加市の耐震化率の目標を

設定 

住宅 95％ 

多数の者が利用する建築物 

市有 100％ 民間 おおむね解消 

令和 3 年 12 月 国の基本方針の改正 

令和 12 年までに耐震性が不十分な住宅を

おおむね解消とする目標を明示 

令和 7 年までに耐震性が不十分な診断義

務付け対象建築物おおむね解消とする目標

を明示 

令和 6 年 1 月 令和 6 年能登半島地震 

最大震度 7 

死者 698 人 

平成 12 年 5 月 31 日以前に新耐震基準に

より建築された住宅にも倒壊被害が発生 

令和 6 年 3 月 
草加市建築物耐震改修促進計画 

一部改定 

耐震化緊急促進アクションプログラムの実施

を追記 

緊急輸送道路閉塞建築物に対する耐震診

断補助制度を追記 

令和 7 年 7 月 国の基本方針の改正 

令和 17 年までに耐震性が不十分な住宅を

おおむね解消とする目標を明示 

耐震性が不十分な診断義務付け対象建築

物のうち要緊急安全確認大規模建築物につ

いては令和 12 年までに、要安全確認計画

記載建築物については早期におおむね解消

とする目標を明示 
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２ 計画の位置付けと地域防災計画との関連性  

⑴ 計画の位置付け 

耐震改修促進法第６条第１項において、「市町村は都道府県耐震改修促進計画

に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの計画を定めるよう努めるものとする。」とされている。 

このことを踏まえて、市では、国の「基本方針」、埼玉県の「埼玉県建築物耐震

改修促進計画」を勘案し、また、「草加市地域防災計画」との整合を図り、本計画

を策定する。（図１－１参照） 

本計画では、市内の住宅・建築物の現状を把握し、新たな目標を設定し、現状

に応じた耐震診断・耐震改修に係る施策の考え方を示す。 

なお、本計画にかかわる国等の制度に変更があった場合、本計画の見直しを行

うまでの間は、本計画はその変更内容に整合するものとする。 

 

図 1－1 草加市建築物耐震改修促進計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 地域防災計画との関連性 

草加市では、地震などの災害に対し迅速かつ的確に対応するため、草加市地域

防災計画で事前対策や応急対策などを定めている。 

建築物の耐震化は、目標を達成するための対策や項目のひとつであり、地域防

災計画にも、本計画に基づいて建築物の耐震性の向上を図ると明記されている。 

  

国 県 市

  草 加 市 地 域 防 災 計 画

（中央防災会議）

（平成１８年１月２５日告示第１８４号）

地 震 防 災 戦 略

耐 震 改 修 促 進 法

（ 令 和 ６ 年 ７ 月 改 定 ）

基 本 方 針
（ 平 成 ７ 年 １ 0 月 法 律 第 １ ２ ３ 号 ）

整合

草  加  市  建  築  物
耐 震 改 修 促 進 計 画

埼  玉  県  建  築  物
耐 震 改 修 促 進 計 画

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 改 定 ）

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 改 定 ）
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３ 草加市の被害想定 

草加市の被害想定は、市に最も影響を及ぼす地震であり、今後３０年以内に南

関東地域にＭ７級の地震が発生する確率が７０％とされ、草加市地域防災計画に

位置付けられている東京湾北部地震を想定している。 

 

      表１－２ 東京湾北部地震による草加市内の被害想定結果（地域防災計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 対象区域 

  本計画の対象区域は、草加市内全域とする。  

 

５ 計画期間 

  本計画の計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とする。 
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６ 対象建築物 

 本計画の対象となる建築物は、昭和５６年５月３１日以前に工事着手し建築され

た建築物のうち、表１－３に掲げるものとする。  

 なお、表１－４中の多数の者が利用する建築物のうち、大規模なものについて

は、要緊急安全確認大規模建築物に該当し、耐震診断が義務付けられており、診断

結果について各所管行政庁が公表を行っている。 

 

表１－３ 計画の対象となる建築物 

 

  

種         類 内         容
戸建て住宅（長屋住宅、併用住宅を含む。）
共同住宅（分譲共同住宅）

◆多数の者が利用する建築物

⇒　表１－４参照
◆危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

⇒　表１－５参照
◆緊急輸送道路沿道の建築物

⇒　図１－２参照

特定既存
耐震不適格

建築物

法第１４条
第１号

   学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、社会福
祉施設、賃貸共同住宅その他多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの

法第１４条
第２号

   一定数量以上の火薬類、石油類その他の危険物の貯蔵場又は処理場

法第１４条
第３号

   県及び市指定の緊急輸送道路を閉塞するおそれがある建築物

耐震改修促進法第１４条に規定される特定既存耐震不適格建築物
（市有建築物を除く。）

住  　    宅

市有建築物 市有建築物のうち、特定既存耐震不適格建築物に該当する建築物及び指定避難所
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表１－４ 対象建築物用途・規模一覧 

（多数の者が利用する建築物及び要緊急安全確認大規模建築物） 

本計画における 
分類 ※  用途 

規模 
多数の者が 

利用する建築物 
要緊急安全確認 
大規模建築物※ 

学校 

小学校等（小学校、中学校、義務教育学校、中

等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 若 し く は 特 別 支 援 学

校） 

2 階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

2 階以上かつ 

3,000 ㎡以上 

学校（小学校等以外の学校） 

3 階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

― 

病院・診療所 病院、診療所 

3 階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

劇場・集会場等 
劇場、集会場、観覧場、映画館、演芸場、公会

堂 

店舗等 

展示場 

百 貨 店 、 マ ー ケ ッ ト そ の 他 の 物 品 販 売 業 を 営

む店舗 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、

ダンスホールその他これらに類するもの 

卸売市場 ― 

ホテル・旅館等 ホテル、旅館 
3 階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

賃貸共同住宅等 賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、下宿 ― 

社会福祉施設等 

幼稚園・保育所 
2 階以上かつ 

500 ㎡以上 

2 階以上かつ 

1,500 ㎡以上 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームそ

の他これらに類するもの 2 階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

2 階以上かつ 

5,000 ㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者

福祉センターその他これらに類するもの 

公益上必要な 
施設 

保 健 所 、 税 務 署 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 公 益 上

必 要 な 建 築 物 （ 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 す

るものに限る） 

3 階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

3 階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

その他 

体育館 
1 階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

1 階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これ

らに類する運動施設 

3 階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

3 階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

理髪店、質店、貸衣装屋、銀行その他これらに

類するサービス業を営む店舗 

車 両 の 停 車 場 又 は 船 舶 若 し く は 航 空 機 の 発 着

場 を 構 成 す る 建 築 物 で 旅 客 の 乗 降 又 は 待 合 の

用に供するもの 

自 動 車 車 庫 そ の 他 の 自 動 車 又 は 自 転 車 の 停 留

又は駐車のための施設 

事務所 ―  

工 場 （ 危 険 物 の 貯 蔵 場 又 は 処 理 場 の 用 途 に 供

する建築物を除く） 
―  

一 定 以 上 の 危 険 物 の 貯 蔵 場 又 は 処 理 場 の 用 途

に 供 す る 建 築 物 （ 敷 地 境 界 線 か ら 一 定 距 離 以

内に存する建築物に限る） 

―  
1 階以上 かつ 
5,000 ㎡以上  

※耐震診断を義務付ける建築物 

 



第１章 はじめに 7 

 

危険物の種類 危険物の数量

① 火薬類（法律で規定）

イ 火薬 １０ｔ
ロ 爆薬 ５ｔ
ハ 工業雷管及び電気雷管 ５０万個
ニ 銃用雷管 ５００万個
ホ 信号雷管 ５０万個
ヘ 実包 ５万個
ト 空砲 ５万個
チ 信管及び火管 ５万個
リ 導爆線 ５００ｋｍ
ヌ 導火線 ５００ｋｍ
ル 電気導火線 ５万個
ヲ 信号炎管及び信号火箭 ２ｔ
ワ 煙火 ２ｔ
カ その他の火薬を使用した火工品 １０ｔ

その他の爆薬を使用した火工品 ５ｔ
② 消防法第２条第７項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第三の

指定数量の欄に定める数量の１０倍の数量

③ 危険物の規制に関する政令別表第４備考第６号に規定する 可燃性固体類３０ｔ

可燃性液体類２０ｍ３

④ マッチ ３００マッチトン(※)

⑤ 可燃性のガス ２万ｍ３

⑥ 圧縮ガス ２０万ｍ３

⑦ 液化ガス ２，０００ｔ
⑧ 毒物及び劇物取締法第２条第１項に規定する毒物又は同条 毒物２０ｔ

劇物２００ｔ
(※) マッチトンはマッチの計量単位。１マッチトンは、並型マッチ（56×36×17mm）で７，２００個、約１２０ｋｇ。

  可燃性固体類及び同表備考第８号に規定する可燃性液体類

  第２項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。）

表１－５ 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の数量要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 道路を閉塞するおそれのある建築物 
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 第２章 建築物の耐震化の現状と今後の目標 

１ 住宅の耐震化の現状と目標 

⑴ 耐震化の現状 

 住宅の耐震化の現状については、前計画終了年度（令和７年度）時点で表２－

１のとおりである。 

表２－１ 住宅の耐震化率の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 耐震化の目標 

 住宅の耐震化については、表２－２のとおり、令和１２年度までに耐震化率を

９５％とすることを目標とする。 

 

表２－２ 住宅の耐震化の目標 

 

 

 

 

新耐震基準
（昭和56年6月以降）

耐震性
なし

耐震性

あり※３ 戸数

a
　

（戸）

ｂ
　

（戸）

c
　

（戸）

d
（=a+b+c）

（戸）

戸建て住宅※１ 22,270 542 28,077 50,889 56.2%

分譲共同住宅※２ 3,663 0 13,371 17,034 78.5%

戸建て住宅※１ 17,164 685 30,970 48,819 64.8%

分譲共同住宅※２ 2,073 1,586 14,215 17,874 88.4%

戸建て住宅※１ 14,380 1,297 34,097 49,774 71.1%

分譲共同住宅※２ 1,693 1,966 14,864 18,523 90.9%

戸建て住宅※１ 13,279 1,559 38,449 53,287 75.1%

分譲共同住宅※２ 1,697 1,966 15,991 19,654 91.4%

戸建て住宅※１・４ 9,361 1,865 41,584 52,810 82.3%

分譲共同住宅※２・４ 1,083 2,580 17,183 20,846 94.8%

合計

旧耐震基準
（昭和56年5月以前）

耐震化率

e
（=（ｂ+ｃ）/d）

（％）

平

成

１

９

年

度

（

計

画

策

定

時
）

平

成

２

７

年

度

（

計

画

改

定

時
）

平

成

２

４

年

度

（

計

画

改

定

時
）

61.8%

71.2%

76.5%

85.8%

令

和

７

年

度

（

計

画

終

了

時
）

令

和

２

年

度

（

計

画

改

定

時
）

79.5%

　（注）※１　戸建て住宅には長屋・併用住宅を含む。

　　　　※２　賃貸住宅は多数の者が利用する民間建築物に計上した。

　　　　※３　戸建て住宅の「耐震性あり」の戸数は、住宅・土地統計調査で「耐震工事をした」と答えた戸数から推計した。

　　　　　　　（平成２７年度からは草加市木造住宅震改修補助制度を活用し、耐震補強を行った件数も加算しており、令和７年度からは耐震診断を行い、

　　　　　　　　耐震性が確保されていた件数も加算している。）

　　　　※４　令和７年１月１日現在

前促進計画

８５．８％

本計画

９５．０％

令和７年度（計画終了時） 令和１２年度（目　標）
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２ 多数の者が利用する民間建築物の耐震化の現状と目標 

⑴ 耐震化の現状 

 多数の者が利用する民間建築物（耐震改修促進法第１４条第１号）の耐震化の

現状については、前計画終了年度（令和７年度）時点で表２－３のとおりである。 

 多数の者が利用する民間建築物のうち、耐震診断を義務付ける建築物（要緊急

安全確認大規模建築物）は市内に２棟あり、どちらも耐震改修を行い、結果を市

のホームページで公表している。 

 

表２－３ 多数の者が利用する民間建築物の耐震化の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 耐震化の目標 

 多数の者が利用する民間建築物の耐震化については、表２－４のとおり、令和

１２年度までにおおむね解消を目標とする。  

 

表２－４ 多数の者が利用する民間建築物の耐震化の目標 

 

 

 

 

前促進計画 本計画

令和７年度（計画終了時） 令和１２年度（目　標）

９０．０％ おおむね解消

全棟数 12 6 1 22 6 398 32 125 602

耐震性なし 6 3 1 6 1 239 9 33 298

耐震性あり 6 3 0 16 5 159 23 92 304

現況耐震化率 50.0% 50.0% 0.0% 72.7% 83.3% 39.9% 71.9% 73.6% 50.5%

全棟数 10 11 1 27 7 372 45 123 596

耐震性なし 3 2 1 5 1 26 7 33 78

耐震性あり 7 9 0 22 6 346 38 90 518

現況耐震化率 70.0% 81.8% 0.0% 81.5% 85.7% 93.0% 84.4% 73.2% 86.9%

全棟数 10 11 1 29 4 303 51 123 532

耐震性なし 2 1 1 3 0 26 5 33 71

耐震性あり 8 10 0 26 4 277 46 90 461

現況耐震化率 80.0% 90.9% 0.0% 89.7% 100.0% 91.4% 90.2% 73.2% 86.7%

全棟数 9 14 0 40 4 268 55 113 503

耐震性なし 0 1 0 3 0 22 4 26 56

耐震性あり 9 13 0 37 4 246 51 87 447

現況耐震化率 100.0% 92.9% 92.5% 100.0% 91.8% 92.7% 77.0% 88.9%

全棟数 7 14 0 32 5 289 53 112 512

耐震性なし 0 1 0 5 0 22 4 19 51

耐震性あり 7 13 0 27 5 267 49 93 461

現況耐震化率 100.0% 92.9% 84.4% 100.0% 92.4% 92.5% 83.0% 90.0%

※幼稚園・保育所は社会福祉施設等として算定している。
※劇場・集会場については、用途変更により遊技場となっているため０件とし、その他として算定している。
※用途区分見直しにより、耐震性なし（旧耐震建築物）の棟数が増える場合があります。

令

和
７

年
度
※

（

計

画

終
了
時
）

令

和
２
年

度

（

計

画
終
了

時
）

その他 合計

平
成
２

４
年

度

（

計

画
改

定

時
）

平

成

２
７

年
度

（

計
画

改
定
時
）

学校
病院

診療所
劇場

集会場
店舗

ホテル
旅館

共同住宅
（賃貸）

社会福祉
施設等

平

成
１

９

年
度

（

計
画
策

定
時
）
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３ 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

 一定数量以上の危険物の貯蔵又は処理場の用途に供する建築物（耐震改修促進法

第１４条第２号）の現状については、前計画終了年度（令和７年度）時点で表２－

５のとおりである。 

 市は、当該特定既存耐震不適格建築物の所有者に指導、助言を実施することによ

り耐震化の促進に努めていく。 

 

表２－５ 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の耐震化の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昭和56年5月までの旧耐震基準の建築物

計 耐震化率

a b c d e f

(=b+c) (=a+d) (=(c+d)/e)

(棟) (棟) (棟) (棟) (棟) (％)

26 26 0 38 64 59.4%

20 20 0 31 51 60.8%

35 35 0 57 92 62.0%

31 31 0 62 93 66.7%

平成２７年度

（計画改定時）

令和２年度
（計画終了時）

※１ 棟数及び新旧耐震基準の建築物の分類は「消防法第2条第7項による危険物届出台帳」及び
　 「草加八潮消防組合火災予防条例に基づく届出台帳」から抽出した。

※２ 旧耐震基準の建築物は、耐震診断を行っていないものとし、「耐震性が不十分」とした。

昭和56年6
月以降の新
耐震基準の
建築物

耐震性が
不十分

耐震性あり

平成１９年度

（計画策定時）

令和７年度

（計画終了時）
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４ 緊急輸送道路沿道の建築物 

⑴ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

 県及び市は、災害時に多数の者の円滑な避難、救急・消防活動、物資輸送の実

施に重要な役割を担う道路を緊急輸送道路として指定している。（図２－１） 

 

図２－１ 緊急輸送道路網図 
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⑵ 耐震診断を義務付ける路線の指定  

 平成３０年７月に「九都県市※緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた

連携協議会」が設置され、沿道建築物の耐震化に連携して取り組む路線（以下「連

携路線」という。）を指定した。（図２－２） 

 これに伴い埼玉県では、令和元年７月に耐震改修促進計画を改定し、連携路線

を閉塞するおそれのある建築物について、令和４年３月末までに耐震診断を行い、

結果を所管行政庁に報告することを義務付けている。（耐震改修促進法第５条第

３項第２号） 

 市内の連携路線は、国道４号線と外郭環状道路（外環道）の２路線が指定され

ており、連携路線を閉塞するおそれのある建築物は１棟であり、耐震診断を実施

し、ホームページで公表している。 

※ 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の４都県及び横浜市、川崎市、千葉市、 

 さいたま市、相模原市の５政令市 

 

図２－２ 九都県市による連携路線（県内） 
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５ 市有建築物の耐震化の現状と目標 

⑴ 耐震化の現状 

 市有建築物のうち、多数の者が利用する建築物及び指定避難所の耐震化の現状

は前計画終了年度（令和７年度）時点で表２－６のとおりである。 

 市有建築物のうち、耐震診断を義務付ける建築物（要緊急安全確認大規模建築

物）は２７棟あり、全て耐震診断及び耐震改修を行い、結果を市のホームページ

で公表している。 

 

表２－６ 市有建築物の耐震化の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 耐震化率の推移  

 計画策定時の市有建築物の耐震化率は３５．２％と低い水準であったが、子ど

もたちの安全・安心を確保するため、小中学校及び体育館等を最優先に耐震化を

行ってきた結果、耐震化率は９４．５％となっている。(表２－７) 

 しかし、前計画時の目標である耐震化率１００％には届いていない。 

 

表２－７ 市有建築物の耐震化率の推移 

 

令和７年１２月１日現在

昭和５６年５月までの旧耐震基準の建築物

耐震診断 耐震診断の結果 耐震改修

実施済 未実施 耐震性 耐震性が 実施済 未実施

あり 不十分

a b c d e f g h i j

=a+h =(d+f+h)/i

校舎 34 34 0 5 29 29 0 13 47 100.0%

体育館 16 16 0 0 16 16 0 5 21 100.0%

校舎 18 18 0 0 18 18 0 3 21 100.0%

体育館 9 9 0 0 9 9 0 2 11 100.0%

1 1 0 0 1 1 0 1 2 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0%

5 4 1 0 4 2 2 1 6 50.0%

0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 3 3 100.0%

5 5 0 3 2 1 1 0 5 80.0%

0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0%

市役所庁舎 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100.0%

消防庁舎 1 1 0 0 1 1 0 1 2 100.0%

水道部庁舎 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0%

保健センター 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0%
リサイクルセンター 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0%

89 88 1 8 80 77 3 40 129 96.9%

※１ 避難所として、学校の校舎及び体育館は全棟計上した。

※２ 耐震診断実施済には、予備診断・１次診断も含まれている。

※３ 耐震改修未実施は、耐震診断の結果、「耐震性が不十分」と判定された建築物の内、耐震改修工事を
     実施していない建築物を計上した。

小学校

中学校

体育館

病院

集会場

福祉センター

保育園

賃貸住宅等

図書館

公益
施設

合　　　計

用途区
分毎の
現況耐
震化率

棟数 合計

昭和５６
年６月以
降の新耐
震基準の
建築物
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⑶ 耐震化の目標 

 市有建築物の耐震化の今後について、表２－８のとおり、令和１２年度までに

１００％を目標とする。 

  

表２－８市有建築物の耐震化の目標  

 

 

 

 

 

⑷ 耐震化の進め方 

 市は、近い将来に高い確率で発生すると予想されている東京湾北部地震等の大

規模地震へ備え、災害につよいまちをつくるため、「草加市公共施設等総合管理計

画」に基づく、「草加市公共施設個別施設計画」及び「草加市学校施設等長寿命化

計画」により、その施設の機能や必要性を考慮した上で、市有建築物の耐震化を

進めていく。 

 

 

 

 

前促進計画 本計画

令和７年度（計画終了時） 令和１２年度（目　標）

９６．９％ １００％
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  第３章 建築物の耐震化を促進するための施策  

 

１ 耐震化を促進するための基本的な考え方 

  住宅・建築物の耐震化を促進するためには、まず、住宅・建築物の所有者が、地 

 震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠となる。 

  市では、こうした建物所有者の取組をできる限り支援するという観点から、所有 

 者にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度 

 の構築など必要な施策を講じ、耐震診断及び耐震改修の促進に取り組んでいる。 

 

２ 耐震化を促進するための支援策 

⑴ 耐震診断・耐震改修に対する支援策 

ア 職員による無料簡易耐震診断の実施 

 ２階建て以下の木造一戸建て住宅（併用住宅を含む。）を所有している市民

の方々に対し、建物の耐震性を認識してもらい、耐震化の重要性を理解しても

らうことを目的として、パソコンソフトを利用した簡易な耐震診断を無料で実

施している。 

 

表３－１ 木造住宅無料簡易耐震診断の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診断結果

申込件数 診断件数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

安      全 一応安全 やや危険 危      険

平成２０年度まで 296 296 25 75 130 66

平成２１年度 18 18 1 5 8 4

平成２２年度 16 16 0 5 5 6

平成２３年度 112 112 6 27 54 25

平成２４年度 75 75 7 18 36 14

平成２５年度 36 36 2 8 14 12

平成２６年度 34 32 1 6 18 7

平成２７年度 16 16 1 3 6 6

平成２８年度 20 20 4 5 8 3

平成２９年度 5 5 0 0 3 2

平成３０年度 6 6 1 1 2 2

令和元年度 20 20 1 3 11 5

令和２年度 12 12 0 3 4 5

令和３年度 7 7 0 1 4 2

令和４年度 8 8 1 2 5 0

令和５年度 20 20 0 6 5 9

令和６年度 66 66 6 20 30 10

合計 767 765 56 188 343 178

割合 100.0% 7.3% 24.6% 44.8% 23.3%

※１ 令和７年３月３１日現在における実施状況

※２ 簡易耐震診断は平成１７年４月２５日から開始

           件数等

 年度
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イ 既存住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助の実施 

 市では、平成１２年５月３１日以前に建築確認を受けて工事に着手した木造

住宅（木造在来工法２階建て以下の一戸建ての住宅、併用住宅又は長屋）また

は、昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けて工事に着手した分譲マンシ

ョン（マンションの再生等の円滑化に関する法律第２条第１号に規定するマン

ション）について、耐震診断及び耐震改修（耐震シェルターや防災ベッド、屋

根の軽量化、寝室等の補強等の部分的な耐震改修も含む。）に要した費用の一

部を補助する制度を実施している。 

 なお、住宅の耐震改修（耐震シェルターや防災ベッド、部分的な耐震改修は

除く。）を行った場合、「所得税額の特別控除」及び「固定資産税の減額措置」

の耐震改修促進税制による一定の支援が受けられる。 

 

表３－２ 既存住宅耐震診断補助の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

平成２０年度まで 33 33 0 1 16 16

平成２１年度 13 0 13 0 0 0 13

平成２２年度 8 0 8 0 0 1 7

平成２３年度 24 0 24 0 0 4 20

平成２４年度 23 0 23 0 0 2 21

平成２５年度 16 1 17 0 0 2 15

平成２６年度 8 2 10 0 0 3 7

平成２７年度 10 0 10 0 0 0 10

平成２８年度 9 0 9 0 0 2 7

平成２９年度 5 0 5 0 1 1 3

平成３０年度 1 0 1 0 0 0 1

令和元年度 1 0 1 0 0 0 1

令和２年度 6 1 7 1 0 1 5

令和３年度 4 0 4 0 0 1 3

令和４年度 2 0 2 0 0 0 2

令和５年度 2 0 2 0 1 0 1

令和６年度 19 1 20 0 2 8 10

合計 184 5 189 1 5 41 142

割合 100% 0.5% 2.6% 21.7% 75.1%

※１ 令和７年３月３１日現在における実施状況

※２ 木造住宅は平成１３年度から、分譲マンションは平成２１年度から開始

※３ 中止・取消等は除く

危険
やや
危険

安全
一応
安全

           　件数等

 年度

申請件数

木造住宅 分譲
マンション

診断結果

診断件数
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表３－３ 木造住宅耐震改修補助の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分譲マンション耐震改修補助の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ Ｄ Ａ Ｂ －

平成２０年度 8 0 8 0 8 0 8 0

平成２１年度 8 0 8 0 8 0 8 0

平成２２年度 12 0 12 0 12 1 11 0

平成２３年度 12 2 14 2 12 2 10 2

平成２４年度 19 2 21 3 18 0 19 2

平成２５年度 10 0 10 1 9 0 10 0

平成２６年度 8 1 9 0 9 0 8 1

平成２７年度 9 1 10 1 9 0 9 1

平成２８年度 7 0 7 1 6 0 7 0

平成２９年度 3 1 4 1 3 0 3 1

平成３０年度 1 0 1 0 1 0 1 0

令和元年度 1 2 3 0 3 1 0 2

令和２年度 6 1 7 0 7 0 6 1

令和３年度 2 1 3 1 2 0 2 1

令和４年度 1 0 1 0 1 0 1 0

令和５年度 0 1 1 0 1 0 0 1

令和６年度 2 1 3 0 3 0 2 1

合計 98 9 107 9 98 4 94 9

割合 100.0% 8.4% 91.6% 3.7% 87.9% 8.4%

※１ 令和７年３月３１日現在における実施状況

※２ 平成２０年度から開始

※３ 中止・取消等は除く

一応
安全

改修前 改修後

申請件数

           件数等

 年度
改修件数

改修結果

やや
危険

危険 安全
耐震性向上

(簡易改修)

簡易改修一般改修

0.3≦Ｉｓ＜0.6 Ｉｓ＜0.3 Ｉｓ≧0.75 Ｉｓ≧0.6

平成２６年度 0 0 0 0 0 0

平成２７年度 3 3 3 0 0 3

平成２８年度 0 0 0 0 0 0

平成２９年度 0 0 0 0 0 0

平成３０年度 0 0 0 0 0 0

令和元年度 0 0 0 0 0 0

令和２年度 0 0 0 0 0 0

令和３年度 0 0 0 0 0 0

令和４年度 0 0 0 0 0 0

令和５年度 0 0 0 0 0 0

令和６年度 0 0 0 0 0 0

合計 3 3 3 0 0 3

割合 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

※１ 令和７年３月３１日現在における実施状況
※２ 平成２６年度から開始
※３ 中止・取消等は除く

安全
一応
安全

申請件数

改修後           件数等

 年度
改修件数

改修結果

改修前

やや
危険

危険
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ウ 多数の者が利用する建築物の耐震診断・耐震改修に対する支援策 

 多数の者が利用する建築物は日常生活において多くの市民が利用しているた

め、地震発生時に甚大な被害が発生することが予想される。 

 市は、多数の者が利用する建築物の耐震化を促進するため、建築物の所有者

に耐震診断・耐震改修の必要性を啓発するとともに、効果的な支援策につい

て、検討していく。 

 

エ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断に対する補助の実施 

 緊急輸送道路を閉塞するおそれのある建築物やブロック塀、広告看板等は、

地震発生時に倒壊し、円滑な救命活動や物資輸送の実施に影響を及ぼすことが

予想される。 

 市では、令和６年４月１日から、昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受

けて工事に着手した建築物で、緊急輸送道路を閉塞するおそれのある建築物に

ついて、耐震診断に要した費用の一部を補助する制度を実施する。 

 

オ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修に対する支援策 

 市は、緊急輸送道路を閉塞するおそれのある建築物について、耐震診断の結

果、耐震性が低い場合は、建築物の所有者に改修の必要性を啓発するととも

に、効果的な支援策について、検討していく。 

 

⑵ 耐震化緊急促進アクションプログラムによる耐震化の啓発 

 本計画に定めた目標の達成に向け、住宅の耐震化を促進するための具体的取組

と支援目標を設定し、その実施・達成状況を把握、検証、公表し対策を講じてい

く「耐震化緊急促進アクションプログラム」を毎年度策定し取り組むことで、住

宅の耐震化をより一層促進していく。 

 

３ その他の施策 

⑴ 地震時の落下防止対策 

ア 窓ガラスの落下防止対策 

 地震により市街地にあるビル等の窓ガラスが割れ、道路に大量に落下するこ

とにより、大きな被害が予想されるため、窓ガラスの落下防止対策の周知を行

う。 

 

イ 外壁タイル等の落下防止対策 

 地震により老朽化した外壁タイルや建物の壁に付いている広告板が落下する

可能性があることから、落下に伴う被害を防止するため、特殊建築物の定期報

告制度を活用し、該当する建築物や定期報告制度に該当しない建築物のうち、
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外壁タイル等の落下により被害が発生すると思われる建築物の建物所有者等に

対し、落下防止対策の周知、改善指示通知等を行う。 

 

ウ 大規模空間の天井材の落下防止対策 

 地震により大規模空間の天井材等が破損し落下するおそれがあることから、

これらの被害を防止するため、大規模空間を有する建築物の所有者等に対し、

落下防止対策の周知を行う。 

 

⑵ エレベーター等の地震対策 

   東日本大震災では、地震発生時にエレベーターの閉じ込め等の被害が発生し、 

  エスカレーターの脱落等の被害も確認されている。 

   市では、これらの被害を未然に防ぐため、昇降機の定期報告制度を活用し、既 

  存エレベーター及びエスカレーターに対する地震対策について啓発を行う。 

 

⑶ ブロック塀等の安全対策 

 現行の建築基準法に適合しない塀や、劣化した塀は地震時に倒壊する危険性が

高く、道路をふさぎ通行に支障をきたすだけでなく、生命に関わる甚大な被害が

生じることが考えられる。 

 市では、道路に面したブロック塀等のうち、地震時に倒壊するおそれのあるも

の（危険ブロック塀等）に対し、撤去費用の一部を支援している。 

 また、市は避難路※沿道の危険ブロック塀等の倒壊防止に関する普及・啓発を

行い、必要に応じて補助制度の拡充等の検討を行う。 

 

※避難路：次の①、②のいずれかに該当する道路 

 ①草加市地域防災計画（震災対策編）で指定している幹線避難路  

 ②草加市地域防災計画（震災対策編）で指定している避難所等に直接通じる建

築基準法第 42 条に規定する道路及びその他これらに類するものとして市長が

認めるもの。 

 

⑷ 住宅内部の安全対策 

 地震時には住宅の倒壊だけでなく、住宅内部の家具類の転倒により、生命に関

わる被害が生じることが考えられる。 

 市では、家具類を固定することの重要性について啓発を行っており、また高齢

者世帯等を対象に家具転倒防止器具取付の助成金交付を行っている。 
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⑸ 高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の融資制度 

 高齢者世帯の住宅の耐震化を促進するため、高齢者向けリバースモーゲージ型

住宅ローン等の耐震改修に関する融資制度の活用・普及に努める。 

 

⑹ リフォーム改修の機会を捉えた耐震改修 

 耐震改修だけでは、所有者の改修意欲が上がらないが場合などが考えられる。 

 このため、省エネやバリアフリー等のリフォーム改修と合わせた耐震改修の情

報提供等を行い、所有者の耐震化の意欲向上に努める。 

 

⑺ 段階的な耐震改修 

 住宅全体の耐震基準を満たすことが必要であるが、所有者の資金不足等によ

り、直ちに耐震基準を満たす耐震改修等を実施することが困難な場合が考えられ

る。 

 このため、緊急的に耐震基準を満たさない水準で耐震改修を実施し、資金不足

等の課題が解消された後に、住宅全体の耐震基準を満たすよう、段階的な耐震改

修の啓発にも取り組む。 

 

⑻ 避難路沿道建築物の耐震化状況マップの活用 

 国が作成し、公表している義務付け路線の建築物の耐震化状況等を示したマッ

プ（耐震化状況マップ）を活用し、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の啓発に

取り組む。 

 

⑼ 耐震性不足マンションの建替え 

 容積率、高さ制限の緩和（マンション再生法の認定）を活用した耐震性不足マ

ンションの建替え手法の普及・啓発に取り組む。 
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特定既存耐震不適格建築物

指導・助言の実施

（法第15条第１項）

指導・助言に従わない場合

指示の実施

（法第15条第２項）

指示に従わない場合

公表の実施

（法第15条第３項）

耐

震

診

断

・

耐

震

改

修

の

実

施

建築基準法第10条に基づく

除却、改築、修繕等の勧告等
保安上危険な建築物

全ての特定既存
耐震不適格建築物

（法施行令第８条）

指示の対象となる
特定既存耐震
不適格建築物

 第４章 耐震改修促進法による指導や命令等 

 

１ 耐震改修促進法に基づく指導等の実施  

 耐震改修促進法第１４条の各号に規定する特定既存耐震不適格建築物の所有者は、

当該建築物について、耐震診断及び必要に応じた耐震改修実施の努力義務が規定さ

れている。 

 市は、耐震診断や耐震改修が行われていない特定既存耐震不適格建築物の所有者

に対し、パンフレット等の配布を行い、耐震化の重要性の周知を図るとともに、必

要に応じて、耐震改修促進法に基づく指導等（指導・助言・指示・公表）を行い、

耐震化の促進を図る。 

 

２ 建築基準法に基づく勧告等の実施  

 耐震性について危険性が高いと判断して、耐震改修促進法に基づく公表を行った 

にもかかわらず、当該特定建築物の所有者が耐震診断又は耐震改修を行わず、その 

まま劣化が進むと、地震で倒壊するおそれがあると考えられる場合、既存不適格建

築物に係る勧告・是正命令制度に関するガイドライン［平成１７年６月１日国住指

第６６７号建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法

等の一部を改正する法律等の施行について（技術的助言）］に基づき、勧告やその勧

告に係る措置を採るよう命令する場合がある。 

 

図４－１ 耐震改修促進法に基づく指導等のフロー
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